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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出射される光の発振周波数を掃引可能な光源部と、前記光源部より出射された光を測定
物に照射するための測定部と、参照用に前記光源部より光を照射する参照部と、前記測定
部からの光と前記参照部からの光とを干渉させる干渉部と、前記干渉部で得られる干渉信
号を検出する光検出部と、前記光検出部で検出される前記干渉信号に基づいて断層画像を
得るための信号処理を行う信号処理部と、を有する光干渉断層撮像装置であって、
　前記発振周波数の掃引速度を検出するための掃引速度検出部を有し、
　前記掃引速度検出部は、干渉光学系を用いて構成され、
　前記掃引速度検出部は、前記掃引速度検出部で得られた信号に含まれるビート周波数が
、前記干渉信号に含まれるビート周波数よりも２倍以上大きくなるように構成されている
ことを特徴とする光干渉断層撮像装置。
【請求項２】
　前記光源部と前記測定部と前記参照部と前記干渉部と前記光検出部とを含む測定光学系
は、干渉光学系を用いて構成され、
　前記光源部から前記測定光学系の干渉光学系のうち短い方の腕を通って前記光検出部に
到達する光路長よりも、前記光源部から前記掃引速度検出部の干渉光学系の長い方の腕を
通って前記光検出部に到達する光路長の方が短いことを特徴とする請求項１に記載の光干
渉断層撮像装置。
【請求項３】
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　前記掃引速度検出部で得られた信号を前記信号処理部に供給することで前記掃引速度を
一定に制御することを特徴とする請求項１又は２に記載の光干渉断層撮像装置。
【請求項４】
　前記掃引速度検出部で得られた信号と、予め設定された掃引速度と、のずれに応じて前
記信号処理部より前記光源部を制御する光源制御部にフィードバック制御のための信号を
供給することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の光干渉断層撮像装置　
【請求項５】
　前記掃引速度検出部で得られた信号と、予め設定された掃引速度と、のずれに応じた補
正信号を前記信号処理部で発生させ、前記補正信号に基づいて前記断層画像を得るための
信号処理を行なうことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の光干渉断層撮
像装置。
【請求項６】
　前記光検出部は差動検出が可能なことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記
載の光干渉断層撮像装置。
【請求項７】
　前記光源部は、発振波長の異なる複数の光源装置を備えたことを特徴とする請求項１乃
至６のいずれか１項に記載の光干渉断層撮像装置。
【請求項８】
　前記光源部は、共振器長を変化させることで周波数掃引を行う光源を含むことを特徴と
する請求項１乃至６のいずれか１項に記載の光干渉断層撮像装置。
【請求項９】
　前記光源部は、外部共振器型のレーザを含むことを特徴とする請求項１乃至８のいずれ
か１項に記載の光干渉断層撮像装置。
【請求項１０】
　前記光源部は、半導体レーザ及びファイバーリングレーザのうち少なくとも一方を含む
ことを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の光干渉断層撮像装置。
【請求項１１】
　前記測定物は、生体であることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の
光干渉断層撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は発振波長（発振周波数）を変化し得る光源装置を用いた光干渉断層撮像装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　光干渉トモグラフィー（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ
：以下、ＯＣＴともいう）は、低コヒーレンス光干渉を用いて検体の断層像を撮像するも
ので、ミクロンオーダーの空間分解能が得られることや無侵襲性等の理由から医用分野に
おける研究が近年、盛んになってきている撮像技術である。
【０００３】
　現在、ＯＣＴは、深さ方向の解像度を数ミクロンとし、且つ数ｍｍの深さまで断層像を
得ることができ、眼科撮影、皮膚科撮影、歯科撮影等への適用が検討されてきている。
【０００４】
　波長掃引型（Ｓｗｅｐｔ　Ｓｏｕｒｃｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏ
ｍｏｇｒａｐｈｙ：ＳＳ－ＯＣＴ）装置は、光源の発振波長（周波数）を時間的に掃引の
するもので、フーリエ領域（ＦＤ）ＯＣＴの範疇に入るが、同じくＦＤＯＣＴの範疇に入
るスペクトル領域（スペクトルドメイン：ＳＤ）ＯＣＴが干渉光を分光する分光器を必用
とするのに対し、分光器を用いないことから光量のロスが少なく高ＳＮ比の像取得も期待
されている。
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【０００５】
　波長掃引型ＯＣＴでは測定物の深さ情報を得るために、測定物の反射率スペクトルに現
れるスペクトル干渉の解析を行なう。
【０００６】
　具体的には、取得したスペクトル干渉信号をフーリエ変換することで測定物の奥行情報
を算出する。
【０００７】
　こうした中、特許文献１には、１回の波長掃引の中で等周波数間隔で多数の測定ポイン
トを取り、フーリエ変換を行なうためには、タイミング信号（ｋ（波数）トリガ）を発生
させることが有用であるとして、波長掃引光源の光の等周波数間隔で、ｋトリガ信号を発
生させ、このタイミング合わせてフーリエ変換を行なうＯＣＴ装置が、開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００７－２４６７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１は、タイミング信号（ｋ（波数）トリガ）に基づいて干渉信号より得られる
ビート信号をフーリエ変換することで断層画像を構成するＯＣＴ装置を開示する。使用さ
れている光源は、ポリゴンミラーと回折格子を組み合わせた外部共振器型の波長走査型光
源であり、この光源の光走査の一端でトリガ信号を発生し、このトリガ信号に基づいてｋ
トリガが発生されるように構成されている。
【００１０】
　しかしながら光源の波長掃引を高精度で安定して行ない得ない場合、例えば、ポリゴン
ミラーに回転ムラが生ずる場合や、波長掃引幅に変動が生じる場合には、測定を行なう波
数間隔にズレが生ずることとなる。この場合、得られる断層画像は空間内の位置精度が低
下したものとなり、優れた画像は安定的には得られない。
【００１１】
　本発明は、波長掃引光源の適用範囲を拡大し、安定して優れた画像を取得できる光干渉
断層撮像装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明により提供される光干渉断層撮像装置は、出射される光の発振周波数を掃引可能
な光源部と、前記光源部より出射された光を測定物に照射するための測定部と、参照用に
前記光源部より光を照射する参照部と、前記測定部からの光と前記参照部からの光とを干
渉させる干渉部と、前記干渉部で得られる干渉信号を検出する光検出部と、前記光検出部
で検出される前記干渉信号に基づいて断層画像を得るための信号処理を行う信号処理部と
、を有する光干渉断層撮像装置であって、前記発振周波数の掃引速度を検出するための掃
引速度検出部を有し、前記掃引速度検出部は、干渉光学系を用いて構成され、前記掃引速
度検出部は、前記掃引速度検出部で得られた信号に含まれるビート周波数が、前記干渉信
号に含まれるビート周波数よりも２倍以上大きくなるように構成されていることを特徴と
するものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の光干渉断層撮像装置では、ビート周波数を検知して断層画像を得るための信号
処理を行なう信号処理部を有することに加え、発振周波数の掃引速度を検出するための掃
引速度検出部を有する。そして、掃引速度検出部で得られた信号を信号処理部に供給する
構成を採ることから、常に実際の掃引速度を考慮しつつ信号処理が行なえる他、最適な掃
引速度を用いて信号処理を行なうことができる。これにより断層の位置精度が高く、優れ
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た画像を安定して取得できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の撮像装置の実施の形態の一例を説明する模式図
【図２】本発明の撮像装置に適用できる光源装置の発振周波数の時間変化を示すグラフ
【図３】本発明の装置を構成する検出部で検出されるビート周波数（信号）を示すグラフ
【図４】光源部の発振周波数と信号検知のタイミングを示すグラフ
【図５】実施例１の撮像装置を説明する模式図
【図６】実施例２の撮像装置を説明する模式図
【図７】本発明の撮像装置の一例を説明する模式図
【図８】本発明の撮像装置の一例を説明する模式図
【図９】本発明の撮像装置の一例を説明する模式図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図を参照しながら本発明の実施形態を説明する。
【００１６】
　図１は、本発明の撮像装置の一例を示す模式図である。
【００１７】
　図１において、光源部１０１を構成する周波数掃引光源１００は、光アイソレータ７３
０、光カップラ１１１を介して光干渉部１１２に接続されている。
【００１８】
　光干渉部１１２は、光ファイバ１２１、光走査用ミラー１２３、集光レンズ１２４等で
構成された測定部１０２と、光ファイバ１４１、反射ミラー１４２等で構成され測定部に
対して参照用に光を照射する参照部１０４と、に接続されている。
【００１９】
　１０６は、光ファイバ１６１、光検出器１６２等で構成される光検出部であり、干渉部
を構成する光カップラ１１２に接続されており、干渉部で得られる干渉信号を検出する。
【００２０】
　１３０は、光検出部１０６で検出される干渉信号に基づいて測定物１０５の断層画像を
得るための信号処理を行なう信号処理部である。信号処理部は一般的にはパーソナルコン
ピュータ（ＰＣ）等のコンピュータで構成される。１３１は、信号処理部で構成された断
層画像を表示するための表示装置であり、ＰＣ用のディスプレイ等で構成される。
【００２１】
　１０７は、本発明の特徴部分を構成する波長掃引速度検出部であり、ここでは干渉光学
系を用いて構成されている。
【００２２】
　光源部１０１より出射された光は、光カップラ１１１を経て波長掃引速度検出部１０７
の干渉部１７５を構成するカップラにより２つの光路に分割される。
【００２３】
　分割された光の一方は光ファイバ１７１を経て反射ミラー１７２で反射され、他方は、
光ファイバ１７３を経て反射ミラー１７４で反射される。ミラー１７２及びミラー１７４
からの反射光は干渉部１７５を経て、受光部１７６により検出される。
【００２４】
　光源部１０１より出射された光は光カップラ１１１で分岐され、一方は、光ファイバ１
７８を介して波長掃引速度検出部１０７に、他方は、参照部１０４、測定部１０２、光検
出部１０６に接続された光カップラ１１２に分配される。
【００２５】
　尚、以下の説明では、光源部１０１、参照部１０４、測定部１０２、光検出部１０６及
び光カップラ１１２を含む光干渉計を測定光学系と表現することもある。
【００２６】
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　光源部を構成する周波数掃引光源１０１は、典型的には図２に示すように時間と共に発
振周波数２０１が変化する光源である。
【００２７】
　次に測定光学系における動作について説明する。
周波数掃引光源１０１より出射され、干渉部（光カップラ）１１２によって２つに分割さ
れた一方の光は参照ミラー１４２により反射され、他方の光は測定物１０５に照射される
。その際に発生する後方散乱光や反射光の一部は、干渉部１１２へ到達する。
参照ミラー１４２及び測定物１０５からの光は干渉部１１２へ到達した後、光検出部１０
６で検出される。光検出の形態はこの他、受光部１０６へ到達する光を光路を二つに分割
し、両者を差動増幅受光器に導入することで差動検出しても良い。
【００２８】
　次に、本発明の特徴の一つである光検出部１０６で検出される光信号について述べる。
【００２９】
　本発明の装置に適用される光源の光は上述した通り、図２のように時間と共に変化する
。
このため、光源から参照ミラー１４２で反射され光検出器１６２に至る光路の光路長Ｌ１
と、光源から測定物１０５で散乱され光検出器１６２に至る光路の光路長Ｌ２が異なる場
合、ある時刻（同時刻）に光検出器１６２に到達する前記二つの光路からの夫々の光は光
源から異なる時刻に発せられた光であることになる。
【００３０】
　例えば、光源より出射される光の周波数変化率がｄｆ／ｄｔであるとすると、上記光路
長のＬ１及びＬ２の二つの光路から到達する光の、受光部での周波数差は、ｃを光速とし
て
【００３１】
【数１】

【００３２】
で表される。
【００３３】
　このように、光検出器１６２には周波数差が式１で表される二つの光が到達するため、
光検出器１６２では時間的なビート信号（うなり信号）が検出されることになる。
【００３４】
　図３は、光検出器１６２で検出されるビート信号を示すグラフである。
光検出器１６２で検出（受光）される２つの光の周波数をそれぞれ周波数３０１、周波数
３０２とすると、その２つの光から周波数３０３で表わされる時間変化を示すビート周波
数（ビート信号）が発生する。
【００３５】
　そしてそのビート信号の周波数は式１で表される値である。つまり、光路長差が大きい
ほどビート信号の周波数が高くなる。従って、測定物の深いところに位置する部位まで測
定するためには、高周波のビート信号を受信できる必要がある。
【００３６】
　本発明の光干渉断層撮像装置は、反射光の周波数差によるビート周波数を検知して信号
処理を行なうため、奥行方向の可測定距離は検出器１６２で検出できるビート周波数が高
いほど長くなる。
【００３７】
　尚、ビート周波数は光源より出射される光の周波数掃引が折り返されるときには一時的
に、所望のビート周波数から外れるので、このときの周波数信号はフィルタリング等を施
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して除去することが好ましい。
【００３８】
　ここで、測定物１０５を構成する複数層の別の層を考える。この層により後方散乱され
て検出器１６２に到達する光路長をＬ３とする。この場合、上述の議論と同様に、検出器
１６２ではビート信号が検出される。
【００３９】
　つまり、本発明の光干渉断層撮像装置では、参照ミラー１０４を経る光路の光路長と、
測定物１０５を構成するある層を経る（ある層で反射する）光路と、の光路長の差に依存
して、光検出部１６２で検出される光強度の時間変動の周期が変化する。このため、光検
出器１６２で検出される光強度の時間変化の周波数成分を分析すれば、測定物の奥行方向
（深さ方向）の層構造を知ることができる。
【００４０】
　周波数成分の分析手法としては、時間的光強度の信号をフーリエ変換しても良いし、ビ
ート信号のピーク値をカウントする等の手法を採用することができる。
【００４１】
　また、参照ミラー１４２を経る光路長Ｌ１を、測定物を経る（通る）光路の光路長Ｌ２
やＬ３と大きく異なる値に設定すると、光検出部で検出される光の時間変化の周波数成分
は高周波になる。
【００４２】
　従って、測定光学系に含まれる種々のノイズ成分の周波数帯域が予め理解できる場合に
は、光検出部で検出する光強度の時間変化の周波数成分がノイズの周波数帯域を避けるよ
うに、測定光学系の干渉計の光路長差を設定することも好適である。
【００４３】
　次に本発明の装置における光検知の手法について述べる。
【００４４】
　本発明の装置における光検出（受光）は、先述した従来技術のように何らかのサンプリ
ングトリガを発生させ、これに同期したある時間間隔ごとに受光量を検出または算出する
手法とは異なる手法を採用し得る。
【００４５】
　本発明の装置の光検出部ではサンプリングトリガは用いず、時間的に継続的に光検出し
、受光量の時間変化を検出することが好ましい。
【００４６】
　この点を図４を参照して説明する。図４（ａ）は、光源部の発振周波数の時間変化を示
すグラフ、図４（ｂ）は、従来のサンプリングトリガ信号を用いる光検出のタイミングを
示すグラフ、図４（ｃ）は、本発明における光検出の手法の一例を示すグラフである。
【００４７】
　図４（ａ）に示されるように光源部より出射される光の発振周波数は、ｆ１～ｆ２の範
囲で時間的に掃引される。
【００４８】
　従来の手法を示す図４（ｂ）では、掃引範囲を時間的に等間隔のｎ個に分割し、ｔ１，
ｔ２，ｔ３・・・ｔｎの各タイミングでトリガ信号を発生させ、このタイミングで光検出
を行なう。
【００４９】
　これに対して本発明の光検出では、図４（ｃ）に示すように、時間的に途切れることな
く継続的に光検出を行なうことが好ましい。
【００５０】
　このような光検出は、光源の発振周波数の掃引速度を検出する掃引速度検出部を本発明
の光干渉断層撮像装置が備えていることで相乗的な効果を奏する。
【００５１】
　光干渉断層撮像装置で可測定距離を伸ばすためには、どれだけ高周波のビート信号まで
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検出できるかが重要となる。この点を考慮し時間的な光強度の変化を継続的に検出し続け
ると、奥行方向の可測定距離が長いＯＣＴ撮像が可能となる。
【００５２】
　また、時間的に途切れずに光検出を行ない、得られた信号を信号処理部に送り、信号処
理部で算出された信号と、掃引速度検出部で得られた信号を比較する。この比較に基づい
て、光源部１０１の掃引速度を制御するか、比較結果に応じて掃引速度変動分を補正して
本来の正しい周波数信号での画像情報信号を信号処理装置で生成することができる。
　これにより断層の位置精度が高く、優れた画像を安定して取得できる。
【００５３】
　更に、例えば、図４（ａ）に示した時間に対する発振周波数変化（ｄｆ／ｄｔ）や、時
間に対する波数（ｋ）変化（ｄｋ／ｄｔ）を一定として測定が可能となり、波長帯が異な
る複数の光源を用いてもこれらを一定としての測定が可能となる。
【００５４】
　こうすると単一の光源を用いる場合に比して多くの情報量を取得でき、多くの情報から
測定者の要求に対応した最適な情報に基づいて最適な断層画像を構成できる。
【００５５】
　次に、周波数掃引速度検出部１０７について説明する。
【００５６】
　周波数掃引速度検出部１０７は、光源部１０１の周波数掃引速度が時間的にどのように
変化しているかを測定する光学系からなる。このような光学系としては、光干渉光学系を
挙げることができる。
【００５７】
　以下、周波数掃引速度検出部１０７を干渉光学系で構成した例に基づいて説明する。
　周波数掃引速度検出部１０７に入射した光源１０１からの光は、光カップラで構成され
た干渉部１７５によって２つに分割され、一方の光は光ファイバ１７１、ミラー１７２、
干渉部１７５、光ファイバ１７７を経て受光部１７６へ到達する。ここで、ミラー１７２
から干渉部１７５に至る光路長をＬ４とする。
【００５８】
　他方の光は、光路は光ファイバ１７３、ミラー１７４、干渉部１７５、光ファイバ１７
７を経て受光部１７６へ到達する。ここで、ミラー１７４から干渉部１７５に至る光路長
をＬ５とする。
【００５９】
　上述の通り、干渉計の腕の長さが異なることで、受光部に検出される光強度は周期的に
変化し、その周波数成分は光路長差に依存する。
【００６０】
　本発明の周波数掃引速度検出部では、干渉計の両腕は共にミラー１枚を用いて距離は固
定で構成されるため、基本的に受光部１７６で検出される光強度の時間変化の周波数成分
は単一である。つまり、Ｌ５－Ｌ４の値が固定である。
　この、単一のビート周波数から、光源の周波数掃引速度を逐次検出する。
　この周波数は前述した通り、下式１で表される。
【００６１】
【数２】

【００６２】
　光源の発振周波数が図２に示すように（時間的に）線形に変化する場合、掃引速度検出
部１０７の受光部１７６では図３に示すように、検出されるビート周波数は（光源の周波
数の折り返しに伴うビート周波数の変化を除き）一定値になる。
【００６３】
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　ところが光源部が何らかの影響を受け、周波数掃引速度に時間的な変動が生ずる場合に
は、受光部１７６で検出されるビート周波数も時間的に変動することとなる。
【００６４】
　そこで、光源の周波数掃引速度の変動（変化）を抑制するように、光源の制御部にフィ
ードバックを掛けて光源の周波数掃引速度を安定化させることは好適である。
【００６５】
　また、光源の周波数掃引速度の時間的な変化の情報を記録しておき、この情報を基に測
定光学系の受光部１６２で得られたビート周波数に対して補正を加えることで、光源の周
波数掃引速度が本来、時間的に一定の場合に得られるべきビート周波数を導出し、測定物
の奥行方向の正しい構造情報を算出することも可能である。
　以下、これについて説明する。
【００６６】
　光検出部１０６より得られる信号と、掃引速度検出部１０７の受光部１７６より得られ
る信号と、を信号処理部１３０で比較する。
【００６７】
　掃引速度検出部１０７の受光部１７６で受光する光強度のビート周波数ｆ（ｔ）の、予
めの設定値をＡとし、Ａからのずれの割合をｆ（ｔ）／Ａとする。
【００６８】
　このとき、測定光学系の受光部１６２で受信される信号のビート周波数ｇ（ｔ）は、光
源の周波数掃引速度が所定の値であった場合の本来得られるべき周波数信号に対して上記
と同じ割合で、正しい周波数信号からずれていることになる。
【００６９】
　したがって、測定光学系の受光部１６２で得られる周波数信号ｇ（ｔ）を上記のｆ（ｔ
）／Ａで割った値、つまりＡ×ｇ（ｔ）／ｆ（ｔ）が、受光部１６２で本来得られるべき
、測定信号のビート周波数である。
【００７０】
　そこで、信号成分が正しい周波数成分に換算し、この信号の周波数成分を解析（例えば
フーリエ解析）し、被験物体の奥行情報を算出することで、被験物体の正しい奥行構造を
得ることができる。
【００７１】
　一方、光源の周波数掃引速度を検出してこれを光源の制御部にフィードバックを掛ける
場合、フィードバック信号を作るための、周波数掃引速度検出光部１０７の受光部１７６
で検出されるのビート周波数が、測定光学系で取得されるべき信号のビート周波数よりも
なるべく大きいことが好ましい。
【００７２】
　具体的には、測定光学系におけるビート周波数よりも周波数掃引速度検出部におけるビ
ート周波数が少なくとも２倍以上大きい（速い）ことが好ましい。それは、周波数掃引速
度検出部１０７でビート信号のパルスが２本検出される時間内で、測定光学系では狙って
いる周波数帯域のパルスが１本検出される状況になるからである。
【００７３】
　周波数掃引速度検出部で受光部１７６に到達するビート信号のパルスの間隔を測定して
、少なくともビート信号が２本計測できれば、パルスの時間的な長さの違いの有無に基づ
き周波数掃引速度の時間的変動の有無を検出できる。
【００７４】
　したがってこの条件が満たされれば、測定光学系の受光部１６２で検出されるパルス１
本分以下の時間内で、周波数掃引速度検出部１０７で周波数掃引速度の変化を検出するこ
とが可能となり、光源部１０１へのフィードバック制御が実現できる。
【００７５】
　周波数掃引速度検出部１０７としてマイケルソン型の干渉計を用いて説明したが、干渉
計の形態はこれに限るものではなく、マッハツェンダ型など他の干渉計をも採用し得る。
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【００７６】
　また、測定対象となる測定物１０５は、生体試料に限定されるものではないが、一般的
に生体試料は反射率や散乱効率が非常に低い。このため測定物が生体試料の場合には、測
定光学系における受光部１６２で受光される生体試料からの反射及び後方散乱光は非常に
強度が弱い。
【００７７】
　そこで、測定光学系の受光部１６２に対応する、測定光学系の受光部に差動検出機構を
有することも好適である。そうした装置例を図７に示す。
【００７８】
　尚、以降の説明では、原則、各図の同一の部位には同一の符号を付すようにし、重複し
た説明を避ける。
【００７９】
　図７においては、図１に示した装置と同一の部位には同一の符号を付している。
　図７の装置は、光検出部１０６を、図１の光検出器１６２に代えて、光検出器と差動増
幅器とを兼ね備えたバランスフォトディテクタ７６０と光カップラ７１３及び７１４を組
み込んで構成したことが図１の装置との違いである。
【００８０】
　バランスフォトディテクタ７６０は、一端には、信号処理部１３０が接続され、他端に
は、２端子がある。そのうち一つの端子はファイバ７７１を介して光カップラ７１４に接
続され、残りの一端子は、ファイバ７７２、光カップラ７１３、ファイバ１６１を介して
結合部を構成する光カップラ１１２に接続されている。
【００８１】
　つまり、図７の装置では、測定物１０５と参照ミラー１４２からの反射光による干渉信
号を二つに分け、その一方と、他方との差動を検出する。
【００８２】
　バランスフォトディテクタ７６０に到達する前に光を２つに分割することで干渉信号の
位相が逆位相になるため、両者を引き算すると、分割前の信号に含まれるＤＣ成分だけが
除去され、干渉信号だけが取り出せるので好適である。
【００８３】
　また、図８に示すように光源部１０１からの光を一部分割して取り出し、光源部の光強
度のモニタリングに用いることも好ましい。この信号は典型的には光源部の強度の時間変
化の情報をもった緩やかな変化をするＤＣ成分である。そのため、測定光学系の受光部１
０６で検出された信号のＤＣ成分と強度をつり合わせておいてその差信号をとることで、
干渉信号のみを抽出することが可能となる。
【００８４】
　図８に示した装置は、光源部１０１からの光が光カップラ８１８で分割され、一方がフ
ァイバ８５０を介して受光器７０６に導かれる点と、バランスフォトディテクタ７６０の
代わりに受光器７０６、７１２と差動増幅器７４４を用いる点、及び光カップラ７１３を
用いていない点、が図７に示した装置との相違点である。
【００８５】
　差動検出機構は図７、及び図８に示したもののどちらか一方であっても良いし、両者を
組み合わせたものであっても良い。
【００８６】
　図７においては参照ミラー１４２、光カップラ１１２、光カップラ７１４を経てバラン
スフォトディテクタ７６０に至る光路長と、被験物体１０５、光カップラ１１２、光カッ
プラ７１３を経てバランスフォトディテクタ７６０に至る光路長差が保存されることが好
ましい。
【００８７】
　つまり、１１２、７１４、及び７６０に至る光路と、１１２、７１３、及び７６０に至
る光路と、の光路長差が等しい構成とすることで、干渉信号の同時刻の成分同士の差分を
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取ることができるため、高精度な差動検出に好適である。
【００８８】
　本発明の装置においては、同一方向に波長掃引する時間が、上記の式（１）よりも短い
場合であっても、波長掃引を繰返すと共に、信号を取り続け、長い時間の信号にすること
で、より低周波数の成分を検出もしくは推測することも可能である。
【００８９】
　測定物の内部構造をビート周波数を検知することで求める本発明は、従来の反射率スペ
クトルを用いる方法と比較して、高速に等周波数間隔でサンプリングをする必要が無い。
そのためサンプリングトリガの生成機構が必要なく装置構成が簡易になる。
【００９０】
　また、ビート周波数を検出する場合には、いつも同じ波長帯で波長掃引される必要はな
く、単に周波数掃引速度が安定していればビート周波数検出は可能であるが、光源波長を
モニターすることも好適である。
【００９１】
　また、ビート周波数を検出する本発明では、発振波長が波長掃引ごとに変動するような
光源を使用しても常に実際の掃引速度を考慮しつつ信号処理が行なえる他、最適な掃引速
度を用いて信号処理を行なうことができる。これにより断層の位置精度が高く、優れた画
像を安定して取得できる。
【００９２】
　本発明の撮像装置に使用する光源部の波長は、眼底用ＯＣＴに用いる場合、７５０ｎｍ
－１１５０ｎｍの範囲内で掃引されることが好適である。それは、眼球を構成する主成分
の水の吸収帯域に関係し、水分子の吸収は波長８５０ｎｍ付近及び１０５０ｎｍ付近で極
小値をとるため、光源の波長もこの極小値付近の波長で用いることが好ましい。
【００９３】
　また、眼球は固視微動と呼ばれる微細な振動を繰返している。固視微動の影響を受けず
に眼底ＯＣＴ像を撮像するためには、撮像時間が短いことが好ましい。
【００９４】
　さらに固視微動はランダムな眼球振動であるが、典型的には１０Ｈｚ以下であるため、
眼底ＯＣＴ装置の撮像時間は、つまり１枚の画像を撮像するのに０．１秒以下とすること
が好ましい。
【００９５】
　画像一枚を取得する時間は、画像１画素あたりの取得時間に画素数を乗じた時間が必要
である。当然ながら、画素数が多いほど、面内方向の空間一点あたりの奥行方向情報取得
時間が短く抑えられることが好適となる。
【００９６】
　本発明において採用し得る光源部としては、パルス発振ではなく連続発振（ＣＷ：Ｃｏ
ｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｗａｖｅ）光を用いた周波数掃引光源を挙げることができる。
【００９７】
　ＣＷ光を発生し得る周波数掃引光源としては、共振器（キャビティー）長を変化させる
ことで周波数掃引を行なうものや、外部共振器型のレーザとして波長掃引を行なうものが
挙げられる。ゲイン媒質で分類すると、半導体レーザ、ファイバーリングレーザ、色素レ
ーザ等の広帯域なゲインを有する光源を挙げることができる。
【００９８】
　共振器長を変化させる手法としては、ピエゾ素子等を用いて機械的に共振器長を変える
ものや、電気光学効果を用いる手法等を挙げることができる。また、この手法は、波長可
変フィルタにも適用可能である。
【００９９】
　外部共振器型のレーザとしては、波長可変フィルタを共振器中に配して波長選択を行な
うものや、ポリゴンミラー、回折格子等を組み合わせてフィルタリング素子として用いる
ものを挙げることができる。
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【０１００】
　半導体レーザとしては、分布反射型半導体レーザ（ＤＢＲ：Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　
Ｂｒａｇｇ　Ｒｅｆｌｅｃｔｏｒ）や面発光型半導体レーザ、を好適な例として挙げるこ
とができる。分布反射型半導体レーザでは、超格子構造を用いたＳＳＧ－ＤＢＲや、電流
注入ＤＢＲ、温度変調ＤＢＲ等を挙げることができる。
【０１０１】
　ファイバーリングレーザとしては半導体光増幅器（ＳＯＡ：　Ｓｅｍｉｃｏｎｃｕｃｔ
ｏｒ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ａｍｐｒｉｆｉｅｒ　）や希土類ドープファイバを光増幅器とし
てファブリーペロー型チューナブルフィルタと共にリングレーザ内に組み込んだもの等を
挙げることができる。
【０１０２】
　本発明の光干渉断層撮像装置で可測定距離を伸ばすためには、どれだけ高周波のビート
信号まで検出できるかが重要となる。この点を考慮し本発明の装置は時間的な光強度の変
化を継続的に検出し続ける構成を採用する。本発明の光断層撮像装置により、奥行方向の
可測定距離が長いＯＣＴ撮像が可能となる。
　以下、具体的な実施例を挙げて、本発明を詳細に説明する。
【実施例１】
【０１０３】
　本実施例は、光源に信号をフィードバックする眼底用ＯＣＴ装置の例である。
　図５を参照して本実施例の装置を説明する。
　図５に示した装置は、大別すると光源部１０１、測定部１０２、参照部１０４、干渉部
１１２、光検出部１０６、信号処理部１３０、掃引速度検出部１０７から構成されている
。
【０１０４】
　周波数掃引光源１００より出射された光は、アイソレータ７３０を通じてファイバカッ
プラ１１１により分岐され、その９９％が測定光学系に、１％が掃引速度検出部１０７に
導入される。
【０１０５】
　測定部１０２は、検査光光路用ファイバ１２１、ファイバコリメータ５２９、照射集光
光学系１２４、照射位置走査用ミラー１２３で構成されている。１０５は検査対象物であ
る。
【０１０６】
　参照部１０４は、参照光光路用ファイバ１４１、ファイバコリメータ５２８、銀ミラー
１４２で構成されている。尚、ミラーの材質は銀に限られるものではなく測定波長を考慮
して適宜、材料を採用することができる。
【０１０７】
　干渉部１１２は、分岐比１：１のファイバカップラであり、照射用ファイバ１１３と、
ファイバカップラ１１１とを介して光源部１０１に接続されている。
【０１０８】
　光検出部１０６は、受光用ファイバ１６１、フォトディテクタ１６２で構成され、フォ
トディテクタ１６２には画像処理部を構成する信号処理装置１３０が接続されている。
　信号処理部１３０には、画像出力モニター１３１と光源制御装置５１２が接続されてい
る。
【０１０９】
　光源制御部５１２は、光源の動作に関する制御信号に加え、後述の周波数掃引速度検出
光学系から得られた信号に基づいて作成される周波数掃引速度安定化の為の信号を周波数
掃引光源１０１に供給する。
【０１１０】
　周波数掃引速度検出部１０７は、２つのミラー１７２及び１７４を用いた干渉計により
構成され、ファイバカップラ１１１で分岐された光信号が供給される。
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【０１１１】
　本実施例の装置で用いる光ファイバは、全て偏波保存タイプではなく、且つ１０５０ｎ
ｍ帯でシングルモードとなる光ファイバである。光ファイバはこれに限られるものではな
く、測定目的に応じて偏波保存ファイバを用いても良い。
【０１１２】
　周波数掃引光源１００は、外部共振器型の光源であり、共振器内にチューナブルフィル
タを挿入し、ピエゾ素子を用いて共振器を構成するミラー間の距離を制御するタイプのも
のであり、この距離を変化させることで周波数掃引を可能とするものである。
【０１１３】
　活性層としてＩｎＧａＡｓを用い、発振周波数が２．７２７×１０１４　Ｈｚから３．
０００×１０１４　Ｈｚまで（波長にして１１００ｎｍから１０００ｎｍ）に時間的に変
化する光源である。発振周波数の変化の周期は１００μｓ（マイクロ秒）である。
【０１１４】
　周波数掃引光源１０１は、光源制御装置５１２によりその発振周波数や強度及びその時
間変化が制御される。
【０１１５】
　周波数掃引光源１０１より出射された光はファイバカップラ１１１及び１１２を経て参
照光光路用ファイバ１４１及び検査光光路用ファイバ１２１導入される。
【０１１６】
　参照光光路用ファイバ１４１の先には反射ミラー１４２が配置され、反射ミラー１４２
の反射光は、受光用ファイバ１６１等を経てフォトディテクタ１６１に到達する。
【０１１７】
　これと同時に、検査光光路用ファイバ１２１に導入された光は検査物体１０５に照射さ
れ、後方散乱光が検査物体１０５の内部及び表面から発生する。後方散乱光は照射集光光
学系１２４、ファイバカップラ１１２等を経てフォトディテクタ１６２に集光される。こ
こで、フォトディテクタ１６２で検出される光信号は参照部からの反射光と測定部からの
反射光との干渉信号である。
【０１１８】
　フォトディテクタ１６２で受光された光からは、信号処理装置１３０にてその時間的な
強度変化の周波数成分が検出される。周波数成分の検出方法はフーリエ変換などを用いて
も良いがこれに限るものではない。単位時間あたりのピーク値の検出でも良い。フォトデ
ィテクタ１６２で検出した、受光強度の時間変化の周波数成分から検査物体１０５の奥行
情報を取得する。取得された奥行情報は画像出力モニター１３１に表示される。
【０１１９】
　同時に、信号処理装置１３０からは照射位置走査用ミラー１２３の駆動信号と、周波数
可変光源制御信号とが供給される。
【０１２０】
　照射位置走査用ミラー１２３を駆動することで、１２８点×１２８点の空間で奥行情報
を取得しこれらを信号処理装置１３０で合成して３次元画像データを生成し、画像出力モ
ニター１３１に表示する。
【０１２１】
　画像は１２８点×１２８点のサイズに限られるものではなく、光源の周波数掃引時間や
情報を得たい空間領域の大きさ、空間解像度等に応じて適宜選定される。
【０１２２】
　スキャンエリアを狭めて高速に画像取得するとトータルの撮影時間が短くなり固視微動
の影響を受けにくくなるという観点から好適である。また、高精細な画像を得るために時
間を掛けて高画素高精細な画像を取得することも好適である。
【０１２３】
　また、ファイバカップラ１１２から銀ミラー１４２までの光路長と、ファイバカップラ
１１２から検査対象物１０５までの光路長との差は可変にしておくことが好適である。
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【０１２４】
　このためには、例えば、銀ミラー１４２を可動ステージ上に搭載し、ファイバコリメー
タ５２８からの距離を可変とすることもできる。
【０１２５】
　周波数掃引速度検出部１０７には、周波数掃引光源１０１より出射された光がファイバ
カップラ１１１で分割された後、光ファイバ１７８を通じて導入される。
【０１２６】
　周波数掃引速度検出部１０７は、銀ミラー１７２、銀ミラー１７４、で反射された光を
分岐比１：１のファイバカップラ１７５、光ファイバ１７７を介してフォトディテクタ１
７６で受光する干渉計である。周波数掃引速度検出部１０７は、この他、光ファイバ１７
８、光ファイバ１７１、ファイバコリメータ５２６、光ファイバ１７３、ファイバコリメ
ータ５２７を有して構成されている。
【０１２７】
　フォトディテクタ１７６で受けた信号を、信号処理装置１３０にかけることにより、周
波数掃引速度の時間変化をモニターする。
【０１２８】
　周波数掃引速度が、予め設定されている指定値からずれた場合、このずれ量に応じて光
源制御装置５１２へ制御信号を送出し、光源１０１の周波数掃引速度が設定値に戻るよう
にフィードバック制御をかける。
【０１２９】
　周波数掃引速度検出部１０７のフォトディテクタ１７６で受光される光が含む時間的な
強度変化の周波数は、ファイバカップラ１７５からミラー１７２までの光路長とファイバ
カップラ１７５からミラー１７４までの光路長との差にも依存する。
【０１３０】
　従って、周波数掃引速度検出部１０７において発生させるビート周波数を測定光学系で
発生するビート信号の周波数よりも高い所望の値に設定するためには、ファイバカップラ
１７５からミラー１７２までの光路長とファイバカップラ１７５からミラー１７４までの
光路長との差を、測定光学系のファイバカップラ１１２から銀ミラー１４２までの光路長
とファイバカップラ１１２から検査対象物１０５までの光路長との差に比較して大きく設
定することが好ましい。
【０１３１】
　そのためには、例えばミラー１７２とミラー１７４のうち少なくとも一方が可動ステー
ジ上に搭載されていて、ファイバコリメータ５２６または５２７からの距離が可変に設定
できることが好ましい。
【０１３２】
　光源に、より早くフィードバック制御をかけるためには、周波数掃引光源から測定光学
系の干渉光学系のうち短い方の腕を通ってフォトディテクタ１６２に到達する光路長より
も、周波数掃引光源から周波数掃引速度検出部１０７の干渉光学系の長い方の腕を通って
フォトディテクタ１７６に到達する光路長の方が短いことが好適である。
【０１３３】
　本発明の光干渉断層撮像装置は周波数掃引速度を検出できれば良いため、その都度の発
振波長をモニターするための分光器やラインセンサーなどの光学系が必要ない。
【０１３４】
　これに加えて、背景技術で説明した装置で必要な等波数間隔でのサンプリング信号作成
、送出などが必要ないため、簡易で、安価な装置を構成できる。
【０１３５】
　また、本実施例では光ファイバ１６１からの光を直接フォトディテクタ１６２に導入し
たが、例えば分岐比１：１のファイバカップラを用いて信号光を分割し、これらを差動増
幅検出器に導入することで差動検出を行うと、高ＳＮ比な測定が可能となり好適である。
【０１３６】
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　本実施例では光源の周波数掃引の周期を１００マイクロｓｅｃ（マイクロ秒）としたが
、これに限るものではない。より速くてもよい。周波数掃引の周期が短いと、１回の周波
数掃引の時間内で固視微動など測定上好ましくない眼球運動が生じて受光信号が劣化する
ことが生じにくくなるため好適である。
【実施例２】
【０１３７】
　本実施例は、フィードバック制御はせずにデータ補正を行う装置例である。
　図６に本実施例の光干渉断層撮像装置の模式図を示す。
　図６の装置は、図７を用いて上述した装置に類似するものであり、図７の装置と同一の
部材には同じ符号を付している。
【０１３８】
　図６の装置は、図７の装置と同様に測定物１０５と参照ミラー１４２からの反射光によ
る干渉信号を二つに分け、差動検出器として機能するバランスフォトディテクタ７６０で
、差動を検出するものである。
【０１３９】
　本実施例では、周波数掃引光源１０１は、半導体光増幅器１００（ＳＯＡ）と、ファブ
リーペロー型波長可変フィルタと、を用いてファイバリングレーザで構成した。
【０１４０】
　半導体光増幅器は、活性層としてＩｎＧａＡｓを用い、発振周波数が３．３７１×１０
１４Ｈｚから３．７９７×１０１４Ｈｚ（波長にして８９０ｎｍから７９０ｎｍ）に時間
的に変化し、波長変化の周期が１０μｓｅｃの光源である。光源１００には光源制御装置
５１２が接続されている。
【０１４１】
　本実施例では、光ファイバは８４０ｎｍ帯でシングルモードを示し、偏波保存タイプで
はないファイバを用いる。光源１０１からの光を分岐しその９９％を測定光学系に導入す
るファイバカップラ７７７、参照部を構成する参照光光路用ファイバ１４１、ファイバコ
リメータ５２８、干渉部を構成する分岐比１：１のファイバカップラ１１２、銀ミラー１
０４を配置する。
【０１４２】
　検体測定部１０２は、検査光光路用ファイバ１２１、ファイバコリメータ５２９、照射
集光光学系１２４、照射位置走査用ミラー１２３を接続して構成される。
【０１４３】
　光検出部１０６は、受光用ファイバ１６１、バランスフォトディテクタ７６０、光カッ
プラ７１３で構成される。
【０１４４】
　画像処理部を構成する信号処理装置１３０には、画像出力モニター１３１が接続されて
いる。
【０１４５】
　周波数掃引速度検出光学系１０７は、光ファイバ１７７、分岐比１：１のファイバカッ
プラ１７５、光ファイバ１７３、ファイバコリメータ５２７、光ファイバ１７１、ファイ
バコリメータ５２６、銀ミラー１７２、銀ミラー１７４、フォトディテクタ１７６を備え
て構成される。
【０１４６】
　バランスフォトディテクタ７６０で受光した信号は、信号処理装置１３０で処理され、
周波数掃引速度の時間変化がモニターされる。
【０１４７】
　本装置では、照射位置走査用ミラー１２３を駆動して、５１２点×５１２点の空間で測
定物質１０５の奥行情報を取得しこれらを信号処理装置１３０で合成して３次元画像デー
タを生成し、画像出力モニター１３１に表示する。
【０１４８】



(15) JP 5679686 B2 2015.3.4

10

20

30

40

50

　本装置では、バランスフォトディテクタ７６０からの信号と、周波数掃引速度検出光学
系１０７のフォトディテクタ１７６からの信号と、を信号処理装置１３０で比較する。
【０１４９】
　光源１０１の周波数掃引速度変動分を補正した補正信号（正しい周波数信号）を信号処
理装置１３０で算出する。信号成分が正しい周波数成分になった後、この信号の周波数成
分を解析し、被験物体１０５の奥行情報を算出する。
　また、計算の結果得られた奥行情報に基づいて断層画像を画像表示装置１３１に表示す
る。
【実施例３】
【０１５０】
　本実施例は、波長帯域の異なる複数のレーザを切り替えることで、複数帯域の周波数掃
引を可能とした光干渉断層撮像装置の例である。本例で特徴的な点は、これまでの実施例
の光ファイバ光学系に代えて空間光学系を用いることと、帯域の異なるレーザを切り替え
可能とした点である。空間光学系を用いると、ファイバー光学系を用いる場合に生ずる使
用可能は波長帯がファイバーにより制限されるという点を緩和できるので都合が良い。
【０１５１】
　図９に示した装置は、大別すると光源部１０１、測定部１０２、参照部１０４、干渉部
９１２、光検出部１０６、信号処理部１３０、掃引速度検出部１０７から構成されている
。
【０１５２】
　光源部１０１は、発振波長の異なる周波数掃引光源９９１、９９２、９９３で構成され
ている。
　光源９９１は、３．４０７×１０１４Ｈｚから３．７４７×１０１４Ｈｚの範囲で（波
長にして８００ｎｍから８８０ｎｍ）掃引可能で主に眼底部測定に用いられるものである
。
【０１５３】
　光源９９２は、２．７２７×１０１４Ｈｚから３．０００×１０１４Ｈｚの範囲で（波
長にして１１００ｎｍから１０００ｎｍ）掃引可能で主に眼底部測定に用いられるもので
ある。
【０１５４】
　光源９９３は、２．２２１×１０１４Ｈｚからから２．３９８×１０１４Ｈｚの範囲で
（波長にして１２５０ｎｍから１３５０ｎｍ）掃引可能で主に眼前部測定に用いられるも
のである。
【０１５５】
　これら３つの光源は、半導体レーザで構成され、光源部１０１内の光路を切り替えるこ
とで３つレーザが切り替え可能となっている。尚、これらレーザの周波数変化の周期（掃
引周期）は１００μｓｅｃである。
【０１５６】
　光源部１０１より出射された光は、アイソレータ７３０を経て、ビームスプリッタ９２
１により９９％が測定光学系に、１％が掃引速度検出部１０７に分配、導入される。
【０１５７】
　測定光学系に分配された光は、干渉部を構成する分配比１：１のビームスプリッタ９１
２により、測定部１０２と参照部１０４とに分配、導入される。
【０１５８】
　図９において、９５０は反射ミラーであり、９２２、９２３、９２４、９２５はそれぞ
れ掃引速度検出部１０７における光路を示す。９２３、９２４はコリメータである。
【０１５９】
　また、９０５は測定部１０２における光路、９０２は参照部１０４における光路、９２
８はコリメータであり、９０８は光検出部１０６における光路を示す。その他の符号を付
した部材については、先に説明したものと同様であるので説明を省略する。
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【０１６０】
　本実施例においては、発振波長の異なる複数の光源９９１、９９２、９９３を切り替え
ることで、同一の光学系、同一の光干渉断層撮像装置を用いて測定対象物に応じた最適な
周波数（波長）掃引帯域での撮像が可能となる。
【０１６１】
　つまり、眼底部の測定に２つの周波数（波長）帯域、前眼部の測定に最適な１つの帯域
を用いることで、従前の装置に比べて多くの情報量を取得でき、多くの情報から測定者の
要求に対応した最適な情報に基づいて断層画像を構成できる。
【０１６２】
　本実施例では、眼科用のＯＣＴ装置の例を示したが、眼の他、歯、皮膚、内臓、血管な
ど測定物体に応じて最適な周波数（波長）帯域の光源を用いて異種の測定物についての測
定を一台のＯＣＴ装置で行なうこともできる。
【０１６３】
　このように異なる周波数（波長）帯域の光源を用いた測定が一台のＯＣＴ装置で可能と
なるのは、発振周波数の掃引速度を検出する掃引速度検出部で得られた信号を信号処理部
に供給し、常に実際の掃引速度を考慮しつつ信号処理が行なえることによる。
【符号の説明】
【０１６４】
　１０１　光源部
　１０２　測定部
　１０４　参照部
　１０５　測定物
　１０６　光検出部
　１３０　信号処理部
　１０７　掃引速度検出部
【図１】 【図２】
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【図９】
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